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  議  事  録 

１ 日時 

  令和元年５月９日（木） 

  午後１時３０分～午後２時３５分 

 

２ 会場 

  和歌山市役所 １１階 教育委員室 

 

３ 出席者 

  【教育長及び委員】 

   教育長  原  一起 

   委員   藤本 禎男 

   委員   森﨑 陽子 

委員   波床 昌則 

委員   打田 雅子 

  【事務局職員】 

教育局長     津守 和宏       教育学習部長   坂下 雅朗 

学校教育部長   中北 晴美       教育政策課長   中村 保 

教育政策課副課長 上中 英人       教育施設課長   原田 勝誠 

生涯学習課副課長 腰前 敏典       学校教育課長   東  康修 

教職員課長    栂野 作治       教育研究所長   岡本 友尊 

保健給食管理課長  中 住弘       青少年課副課長  高石 順弘 

市立和歌山高等学校教頭    林 孝信        学校教育課専門教育監   岩本 信哉 

  教職員課専門教育監 西谷 宣昭         教育政策課総務政策班長  楠本 佳章 

教育政策課事務主任 若林 拓也 

 

４ 開会宣示 

  原教育長が、開会を宣示。 

 

５ 議事録 

  ４月教育委員会定例会及び臨時会の議事録を承認。 

 

６ 署名委員指名 

  署名委員に打田委員を指名。 

 

７ 報告及び議案 

原教育長 
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 本日は、報告が３件、議案が６議案となっています。議案第７号から議案第９号については、

会議規則第５条第６号に当たるもので、秘密会が適当だと思いますが、いかがでしょうか。 

委員一同 

はい。 

原教育長 

 異議なしと認め、議案第７号から議案第９号については、秘密会とします。 

 

報告第３号  和歌山市教育委員会事務決裁規則の一部改正について 

原教育長 

 それでは、まず初めに、報告第３号「和歌山市教育委員会事務決裁規則の一部改正につい

て」説明をお願いします。 

中村教育政策課長 

報告第３号「和歌山市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則について」ご報告させ

ていただきます。 

資料の１ページをご覧ください。この改正は市内出張を除く、旅行を命令することの専決区

分を改めるものとなります。３の施行期日の表記が平成となっています。これは平成３１年４

月２５日に公示したためです。平成を令和と読み替えてご覧ください。 

また、この改正は市の同様規則の改正に合わせた内容となっています。そのため、施行期日

は和歌山市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条の臨時代理にて、令和元年５月１日

から施行しています。 

それでは、資料の３ページをご覧ください。 

改正の内容について、新旧対照表でご説明いたします。表の左側が改正案、右側が現行にな

ります。今回の改正部分としましては、別表第１の共通決裁事項の人事に関する事項、教育委

員会事務局の５の旅行を命令することに関して、これまでは旅行命令にあたっては、宿泊を要

しないものと宿泊を要するものにおいて、専決区分を区別していましたが、今回の改正で宿泊

を要するものの専決区分に統一いたしました。 

  また、次の表の人事に関する事項の高等学校の職員と資料４ページの人事に関する事項の高

等学校を除く学校の市費支弁職員の表も同様の改正を行っております。 

報告第３号の説明は以上になります。 

原教育長 

ただいまの報告について、何かご質問はございませんか。よろしいですか。 

委員一同 

 はい。 

 

報告第４号 平成３０年度和歌山市立和歌山高等学校卒業者進路状況について 

原教育長 

続いて、報告第４号「平成３０年度和歌山市立和歌山高等学校卒業者進路状況について」報
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告をお願いします。 

東学校教育課長 

報告第４号「平成３０年度和歌山市立和歌山高等学校卒業者進路状況について」報告いたし

ます。詳細については資料に基づき、市高林教頭より説明させていただきます。 

林市立和歌山高等学校教頭     

それでは、報告させていただきます。資料２ページをご覧ください。（１）卒業者数と進路

の欄には、平成３０年度卒業生の進路状況についてまとめています。 

卒業生は２５４名であり、進路状況は、就職者について、学校斡旋者が５０名。自家自営 

及び縁故就職者６名を合わせて５６名で、全体の２２.１％です。進学者は１８９名で、全体

の７４.５％を占めており、その３１.９％の８１名が四年制大学へ進学しています。ここ数

年、卒業生全体の７割が進学しています。 

続いて、資料３ページをご覧ください。就職に関しましては、ここ数年、就職者数が５０ 

名前後で推移しており、全体の約２０％となります。ほぼ、例年どおりです。 

就職先としては、製造業や卸・小売業への就職者が多く、事務的な仕事や販売、生産的な職

種の仕事に就いています。 

続いて、資料４ページをご覧ください。（５）就職決定地の欄では、勤務地のほとんどが和

歌山県内であり、地元志向がとても強い傾向にあります。また、大部分の生徒は、１回ないし

２回の採用試験で進路を決定しています。 

続いて、進学につきましては、資料の６ページをご覧ください。 

（７）四年制大学分野の欄では、進学先として、経済・商学系が多く、教育学系も増えてきて

おります。また、デザイン表現科からは芸術系への進学者が多くいます。 

（８）短期大学分野の覧では、家政学系及び教育学系への進学者が多く、昨年度に引き続き、

和歌山信愛女子短期大学への進学者が大半を占めています。 

（９）専修・各種専門学校等の覧では、看護医療系、美容理容系への進学者が多く、これらの

進学先の分野については、大きな変化はございません。 

進学方法としましては、ＡＯ入試、公募制推薦入試、指定校推薦や一般入試、センター試験

を利用して進学するなど、多様な方法で進学をしています。特に専門学校進学者はＡＯ入試で

の進学者が多く、選考料や入学金免除などの特典を受けています。 

  また、普通科設置から１１年目となりますが、公募制推薦や一般入試など学力試験で受験す

る生徒が増加しています。普段の授業や７限授業、土曜講座など、学習機会が増え、生徒一人

ひとりにしっかりとした学力が定着し始めていると言えます。また、学習習慣の定着にもつな

がっています。 

  本年度も、進学映像講座を４月から実施しており、放課後、多くの生徒が取り組んでいます。

今後更なる難関校への挑戦が期待されます。 

資料の７ページは、各科ごとの就職先一覧、８、９ページは、進学先一覧となっています。 

  説明は以上です、よろしくお願いします。 
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原教育長 

ただいまの報告について、何かご質問はございませんか。 

藤本委員 

教頭先生からの数値の説明はよく分かったんですけども、市高としての総合ビジネス科、デ

ザイン表現科、普通科の３つの科の数値目標というのを掲げていると思うんです。 

こういうところで平成３０年度の卒業生は、こういうところまで伸ばしたいという数値目標

が達成されたのかどうか、そういったところの部分で、デザイン表現科だったら、こういった

ところの表現科の会社へ就職ができたとか、数値目標を達成できたのかどうかの分析は、どう

されておりますか。 

 林市立和歌山高等学校教頭 

毎年、就職にしましても、進学にしましても、生徒が望んでいる志望コースにつきましては、

結構変動がございます。一概に、専門分野への数値目標という形で立てても、なかなか難しい

部分もございますが、今後、進路指導部と検討させていただきまして、そういったところも掲

げていけたらと思います。 

 藤本委員 

  もっと明確に決められていると思ったんですけども。まず、４年制大学へ受験、センター

試験で駄目だったとしても、何人ぐらい受験させる目標があって、土曜日のサテライトのビ

デオを使ったんだとか。それが、５名だったのが３名しか出席できなかったので、もう一つ

やっぱり生徒を呼ぼうとか、そういった数値的なものを持って望まれているのかどうか、と

いうのを聞きたかったんですけども、少しそういうところがまだ明確になっていないのかな

と、自分自身思いました。以上です。 

 原教育長 

  卒業生で、進学する者、４年制大学へ行く者、短大へ行く者、専門学校へ行く者、就職する

者、就職先もいろんな分野があると思うけども。目標というか、学生の希望どおり就職した等

の割合とか、学校として何か意識しているか。 

 林市立和歌山高等学校教頭 

  入学当時から進路についての意識は高めるようにガイダンスは設けておりますので、１年

生の２学期頃から生徒自身が就職、若しくは、進学を意識しています。そして、２年生の２

学期頃には、もう少し細かい分野を視野に入れながら、ガイダンスを実施し、進路を決めて

いきます。 

原教育長 

 要はその部分じゃないか、一年生から就職等に先生方や進路指導部が関わっているのか。 

林市立和歌山高等学校教頭 

 はい。 

原教育長 

 その関わっているときに、学生が最初に入学したときの目標の部分を、できるだけ叶えるよ

うに、努力するよう持っていかないと駄目なのではないか。卒業するときに、どこかに行ける
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だろうという認識で学校側がいていたら、伸びがない。 

 それから、今までも言っているが普通科を設置したときに、国公立の部分で地元の和大を中

心に卒業生を入学させていくというのが初期の目標としてあったと思う、その部分を学校側の

先生方がしっかり持っていないと、学生はついてこないし、モチベーションが上がらない。普

通科で３０人の学級というのは他にない特徴だし、他のことで色んな手立てを市高はやってい

るはずなので、モチベーションを高める努力は必ずやらないといけない。 

藤本委員 

 私だけの感覚かも分かりませんが、いつもデザイン表現科の発表会に出席させてもらって、

３年間見させてもらっているんですけども、年々漫画チックな作品が、僕自身年寄りなので多

くなっているように思うんですけども、そういうデッサンができなかったら就職先もうまいこ

と行かないようになるかも分からないんですが、もう少しですね、僕は一年目教育委員になっ

たときには、もっと素晴らしい作品、こんなん飛び出て見えるなといった視覚に訴えるような

素晴らしい作品だというのが多かったんですけれども、今はなんか漫画チックなところの部分

が多くなってきているように思うんですけども、そんなこと言ったらデザイン表現科の専門の

先生方に大変失礼な意見かも分からないですけど、そういったところはどういうふうに考えら

れているんでしょうかね。 

林市立和歌山高等学校教頭 

 おそらく委員のおっしゃられているのは、卒業制作展だと思いますが。 

藤本委員 

 はい、そうです。 

林市立和歌山高等学校教頭 

 卒業制作展に関しましては、それぞれテーマを決めて制作しております。大学との連携は毎

年行っておりますので、大学の方から来ていただいて、出前授業を行っていただいたり、また、

生徒が大学へ見学に行ったりといった連携はさせていただいております。 

原教育長 

 他にご質問はございませんか。よろしいですか。 

委員一同 

 はい。 

 

報告第５号 令和元年度和歌山市授業研究大会について 

原教育長 

続いて、報告第５号「令和元年度和歌山市授業研究大会について」説明をお願いします。 

岡本教育研究所長 

 報告第５号「令和元年度和歌山市授業研究大会について」報告いたします。 

次期学習指導要領において強調されている主体的・対話的で深い学びの実現に向けて市をあ

げて、授業改善に取り組むための基点となるように、また、経験の浅い先生方に授業を通して

学ぶ場となるように、参加者の範となる授業等が展開される研究大会を教育委員会主催で今年
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度も実施いたします。 

昨年度は第１回目の研究大会で、小中学校５会場で授業を公開させていただき２９３名の先

生方の参加がございました。 

今年度は令和元年５月２９日(水)の５時間目の授業時間に、小学校６会場、中学校２会場

で授業を公開させていただき、その後に協議会を行います。 

参加対象者につきましては、各校２名から５名で、現在、参加申し込みの受付を行っている

ところでございます。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

原教育長 

ただいまの報告について、何かご質問はございませんか。 

藤本委員 

 昨年度、和歌浦小学校の算数の授業を見せていただきました。大変良かったなあということ

で、これが２年目も続けていただいて大変うれしく思っております。 

 和歌山市教育委員会の先生方が大変お忙しい中、授業を改善していただく趣旨で、この専門

教育監とか専門教育監補がどれだけ、指導案づくりとか教材を選ぶときからですね、密接に学

校と、それから、授業をしてくださる先生、それから、若手の先生方あるいは講師の先生方が

迷っているところを踏まえて、協議会を立ち上げて、和歌山市教育員会が学校を支えていると

いうところを、僕はもう少し見せていったらいいんじゃないかなと思います。そういった中で、

専門教育監とか専門教育監補がどれだけ関わっているか、所長、教えていただきたいんですけ

ども。 

岡本教育研究所長 

小学校６会場にそれぞれ２名ずつ、中学校の２会場にはそれぞれ３名ずつ指導主事が関わる

ようにしております。藤本委員が今おっしゃっていただいたように、事前検討会におきまして

も、当日の授業の指導案の検討や助言を指導主事が一緒に考えることをしております。当日は、

駐車場係や受付、協議会の司会等の役割もお願いしています。 

ただ、教材選びにつきましては、その時期に行われる授業が単元的に決まってくることから、

授業者の先生方に、一番見ていただきたいところを選んでいただき、授業を行っていただくこ

とにしております。 

また、今回の授業研究大会におきましては、若い先生方に、学級づくりや生徒指導といった

面が授業づくりにおいて大切だという点を踏まえ、授業の研究だけでなく、学級づくり及び生

徒指導の面からも、こういう点に留意して授業をやっているということを、お話いただける先

生を選んでおります。以上でございます。 

原教育長 

 ４年生と５年生だけしか選んでいない理由はあるのか。 

岡本教育研究所長 

４年生と５年生に集中しているのは、若い先生方に授業を見ていただきたい先生方を選ばせ

ていただき、依頼をした結果、偶然４年生と５年生に集中した結果です。 
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原教育長 

 本来、若い先生を中心に学ぶ場なら、若い先生が担任しているのは１年から６年までいろい

ろあると思うが、４年生、５年生以外を担当している先生を選ばなくてはいけないのではない

のか。 

岡本教育研究所長 

 依頼をした先生の中には１年生の担任の先生もおられましたが、今年は特に１０連休がある

上に、１０連休を挟んで家庭訪問等もあり、１年生は１０連休が過ぎた後で、もう一度学級づ

くりをやり直さないといけないので、この時期に授業を見せるのは難しいという返答を受けま

した。 

原教育長 

 教科が２つずつになっているが、決まりがあるのか。 

岡本教育研究所長 

 これについては、意図してそうさせていただきました。国語と算数は授業時数の多い教科に

なります。また、道徳につきましては、昨年度から小学校では道徳科として教科化されていま

すので、それについてしっかりと見ていただきたいという想いでこれらの教科を選ばせていた

だきました。 

原教育長 

 他にご質問はございませんか。よろしいですか。 

委員一同 

 はい。 

 

議案第４号 和歌山市立学校等の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金徴収条例の

一部改正について 

原教育長 

それでは、これより議事に入ります。議案第４号「和歌山市立学校等の児童、生徒等の災害

共済給付に係る共済掛金徴収条例の一部改正について」説明をお願いします。 

中保健給食管理課長 

議案第４号、「和歌山市立学校等の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金徴収条例の

一部を改正する条例について」ご説明申しあげます。 

災害共済給付制度は、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」により、学校管理下内

で怪我をした、児童、生徒に対して医療費、障害、死亡見舞金を支給する制度です。 

今回、平成３１年４月２６日に独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改

正する政令により、平成３１年４月１日から災害共済給付契約に係る共済掛金が変更となりま

した。 

新旧対照表を元に説明させていただきます。２ページと３ページをご覧ください。今回の改

正で高等学校全日制の災害共済掛金が変更になり、それに伴って和歌山市の条例の第２条にお

いて和歌山市立高等学校全日制の掛金を現行の１，３８０円から１，６１０円に変更するもの
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でございます。 

また、第３条第３号において免除対象となる施設の名称が変更になっていましたので、児童

養護施設、障害児入所施設及び児童心理治療施設と整理いたしました。また、第１条では「災

害共済給付に係る共済掛金」を災害共済掛金に、第３条第１号及び第２号では「及び」を「又

は」に、第３号では保護者を主語にせず、より明確になるよう字句の整理を行うものです。  

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

原教育長 

他にご質問はございませんか。よろしいですか。 

委員一同 

はい。 

原教育長 

  それでは、ただいまの議案第４号について採決を行います。 

原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

委員一同 

  はい。 

原教育長 

  それでは、原案どおり承認します。 

 

議案第５号 学校運営協議会委員の任命について 

原教育長 

続いて、議案第５号「学校運営協議会委員の任命」について説明をお願いします。 

東学校教育課長 

議案第５号「学校運営協議会委員の任命」について説明させていただきます。 

まず、資料に訂正がありましたので、差し替えをお願いします。申し訳ございません。 

訂正箇所は、２か所で、４ページの上から３番目の野崎小学校の１５番に学校長の氏名、１

５ページの上から２番目の日進中学校の１１番に学校長、１２番に教頭の氏名を追加していま

す。 

それでは資料の説明に移ります。 

和歌山市教育委員会では、平成２９年度から学校運営協議会制度を順次設置し、本年度で、

小学校５０校、中学校１７校、義務教育学校１校、市立和歌山高等学校１校の全ての学校に設

置しました。 

  設置校の詳細は２ページに掲載しております。 

本日は学校運営協議会委員の任命についてご審議をお願いします。審議にあたり、１７ペー

ジの資料１、１８ページの資料２において「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７

条の６」及び「和歌山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」を用意してお

りますので併せてご覧ください。 

「規則第７条協議会は、委員１５人以内で組織する。」については、各校の委員の数は６人
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から１５人以内となっています。 

  また、その委員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の６第２項１号から

３号にある、地域の住民、保護者、学校の運営に資する活動を行う者と、規則第７条第２項に

ある、学識経験者や教職員の中から学校長が推薦した者から構成されています。３ページから

１６ページの資料のとおり、委員の氏名・読み仮名・年齢・所属を一覧にまとめています。 

地域住民の方としては、主に連合自治会長や自治会長の方々が多く推薦されています。 

保護者としてはＰＴＡ会長やＰＴＡ女性代表が、また、学校の運営に資する活動を行う者と

しては、校区子どもセンター長や、土曜教室の講師、共育コーディネータ、読書ボランティア

等の方が推薦されています。 

学識経験者としては元小学校長や地域にある学校園の管理職等が推薦されています。そして、

教職員として学校の管理職が入っています。この委員の方々で本年度の各校の学校運営協議会

を進めていく予定です。  

今年度の学校運営協議会委員についてご審議をお願いします。 

原教育長 

ただ今の議案第５号について、何かご質問等ございませんか。 

波床委員 

委員の名簿を拝見していて、学校によっては教職員の中に教頭が入ってないところもあった

りする。他のところでは教頭が入っているところが多かったりする。こういう違いがあります

し、それから、地域によって男女比の違いがあるような気がするんですが、このような点は各

学校の自発性を尊重していくスタンスですか。 

東学校教育課長 

  委員がご指摘のとおり、学校によって、校長だけの学校、校長教頭共に入っている学校がご

ざいますが、先ほどご紹介させていただいたとおり、第７条に沿ってですね、必ずしも校長教

頭両方とも入らなければならないということではございませんので、人数の加減であったり、

そういった点は、各学校の考えを尊重しております。 

  また、男女比においてもこれまで割合を考えてという指示は、教育委員会のほうからしてお

りませんので、これについても、各校の判断に委ねております。 

波床委員 

  現職の校長と教頭が両方入る方が望ましいのか、あるいは協議会設置の趣旨、目的からして

あまり現職の管理職が両名共入るのは好ましくないのか、そのあたりの判断としては教育委員

会側としては、どのようにお考えでしょうか。 

東学校教育課長 

  １７ページの資料１にありますように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中では、

学校運営協議会の運営に関しては、４番にその他当該教育員会が必要と認める者ということで、

必ずしも学校の教職員、特に管理職が入らなければならないと明記されているものではござい

ません。そこを、和歌山市の方で今回学校運営協議会の設置に関する規則の上で、必要とする

ものの中に、具体的に対象学校の校長、教頭、その他の教職員という文言を入れましたので、
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学校のほうもそれを意識して入れるようにはしているんですが、国全体のコミュニティスクー

ル、学校運営協議会の流れとしては、当該校の校長、教頭はどちらかといえば、学校運営協議

会の委員さんに委ね、委員として学校を見るのではなく、学校をいろいろ見ていただくという

立場で、立ち位置としてあるケースが多くなってきているように思います。これも、コミュニ

ティスクールの流れの中で、当初は学校も入って一緒にやっていくというイメージでしたが、

少しそのイメージも変わりつつあるのかと思っております。 

ただ、これもまだ具体的なことではありませんので、今後、学校の方が学校運営協議会を進

めていくにあたって、学校の方の立ち位置はどうなのかというのも考えながら検討していきた

いと考えております。 

波床委員 

 学校の教職員として、校長、教頭も含めてですが、協議会の委員として正規のメンバーとし  

て両方入るというよりかは、どちらかといえば校長先生ぐらいは入った方が私はよろしいかと

思います。私なりの考えでは、教頭先生は協議会の議論を活発にするための、情報提供や説明

とかのレベルで、協議会にオブザーバーとして参加される方が立ち位置としてはいいのではな

いかと私は思います。 

それから、ＰＴＡの関係者についても、よくあるのが女性というか、お母さんだけが選定さ

れ委員になる場合が多くて、親御さんとしてやはり、父親もこういったことに対して参画をし

て、発言をしていかないといけないんだというメッセージが、この協議会には必要な気がする

んですよね。その中で考えてもらう、あるいは周囲に考えたことを、更に地域の方に還元して

もらうということも必要だと思うんですよね。 

それから、人数なんですけども、人数が多い学校と少ない学校があって、これだけ多くの人

数が集まったときに、自由に意見が議論し合えるのか、むしろ、人数が多いと座っているだけ

の協議会委員も多いのではないか、私なんか危惧するところなんですね。その意味合いで協議

会の人的構成というのは、協議会を設けて活性化していく上で、考えないといけない点が現時

点であるのではないか。また、今しか考える好機がないのではないかと私自身は思っておりま

して、こういう観点からいったときに、もう少し教育委員会側も、少しいろんな議論をしてみ

て、それで学校側にも意見を求める、そういったことがあってしかるべきではないかなと、実

は思っております。ちょっと私の私見も入りすぎましたけども、質問も含めてこの場で言わせ

てもらいました。以上です。 

東学校教育課長 

 委員のご指摘のところも、本当に参考にさせていただきたいと考えております。今年全ての

学校に導入が完了ということで、初めて今年設置した学校についても、果たして委員の方のメ

ンバー構成はこれでよかったのかどうかも含めてですね、これから先、また見えてくると思い

ます。今年度３年目を迎えるに当たって、成果発表会を計画しておりますので、実践的な部分

の中で、運営協議会の委員の構成も含めて、どうあるべきかについては、議論の必要があると

思いますので、今ご指摘いただいたことを参考に今後検討していきたいと考えております。 

原教育長 
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他にご質問はございませんか。よろしいですか。 

委員一同 

はい。 

原教育長 

  それでは、ただいまの議案第５号について採決を行います。 

原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

委員一同 

  はい。 

原教育長 

  それでは、原案どおり承認します。 

 

議案第６号 令和元年度和歌山市教育委員会客員指導主事について 

原教育長 

続いて、議案第６号「令和元年度和歌山市教育委員会客員指導主事について」説明をお願い

します。 

岡本教育研究所長 

  議案第６号「令和元年度和歌山市教育委員会客員指導主事について」説明させていただきま

す。 

客員指導主事は、退職された校長先生等の内、高い指導力をもたれた方、また、教職経験は

なくとも専門性の高い識見をもたれた方々にお願いし、学校教育力の向上、並びに学校長が願

う特色ある学校づくりのためにお力添えをいただいているところでございます。 

資料２ページ、別紙１の和歌山市教育委員会客員指導主事設置要領に基づきまして、今年度

の客員指導主事を選任いたしたいと存じます。 

  ３ページ、別紙２、令和元年度和歌山市教育委員会客員指導主事選任案をご覧下さい。今年

度は２３名の方にお願いしたいと考えております。 

  ４ページ、別紙３は、昨年度の実績でございます。１番の有本宗生先生、７番の柏木英詞先

生、８番の片桐清司先生、９番の北垣有信先生が今年度はご辞退され、前河西中学校長、東方

美喜夫先生を本年度、新たに選任させていただいております。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

原教育長 

ただ今の議案第６号について、何かご質問等ございませんか。 

学校訪問の回数が０から多いところでは４９回ですが、１１番阪口先生の４９回の内容は。 

岡本教育研究所長 

阪口先生は学校で落ち着かない学級があるとかそういう所に支援に入っていただいています

ので回数が多くなっています。 

原教育長 

客員指導主事の先生に来てほしいというのは学校からのアクションか。 
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岡本教育研究所長 

はい。 

原教育長 

どの先生に来てほしいという指定もしているのか。 

岡本教育研究所長 

はい。 

原教育長 

それで極端な差があるのか。 

岡本教育研究所長 

はい。学校には客員指導主事の先生方のお名前の一覧とともに先生方のプロフィールも送っ

ております。そのプロフィールの中には学校教育にどういうふうな形でアプローチできるかで

あったりとか、これまでどのような活動をしてくださったというようなことも書いていただい

ておりまして、学校はそれを見て「うちの学校に来ていただきたいな」という先生を選んでい

ただいております。 

原教育長 

先ほどの阪口さんの派遣の回数について、学級が落ち着かない子がいるという意味か。落ち

着かないクラスの中で、例えば立ち歩くような子供を落ち着かすような手立てを指導してもら

っているという意味か。 

岡本教育研究所長 

その両方があると思います。例えば、学級に一緒に入っていただいて、どうしても立ち歩き

してしまう子供がいたときに、どんな声掛けをすればよいかということを先生方に指導いただ

く場合もございますし、学級全体がざわざわしてしまっている学級についてはどういうふうな

学級運営をしていったらいいかというようなことをご指導いただく場合もございます。 

原教育長 

客員指導主事だから支援員みたいな扱いにはなっていないか。立ち歩きする子の横に付いて

もらっているようなら客員指導主事の範疇ではない。 

岡本教育研究所長 

あくまでも客員指導主事として行っていただいておりますので、子供たちへの直接の支援と

いうよりもその子供たちを落ち着かせるために先生方がどう指導すればよいかということを指

導していただいています。 

原教育長 

こんなに行かないと高松小学校の先生方はわからないのか。 

岡本教育研究所長 

学校によって依頼される内容が違いますが、高松小学校におきましては、校内研修の時の助

言に行っていただいていることが多いように思います。 

原教育長 

元高松小学校の先生ということだけで行っているのではないか。他の小学校にも行ってくれ
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ているのならわかるが、高松小学校にしか行っていないのではないか。 

岡本教育研究所長 

砂山も。 

原教育長 

砂山は少しだけではないか。クラスが落ち着かない子供の対応に長けているのなら、いろん

な学校に行ってもらわないといけないのではないかと思う。高松と砂山だけの話ではないと思

う。 

森﨑委員 

名前が書いている前に国語力であったりコミュニケーションであったりというのは、この先

生はこの分野が得意ですよということで、お困りの方はこの先生にお願いするということです

か。 

岡本教育研究所長 

こちらに書いているのは、この先生方にご指導いただける分野の限られた部分でございます。

もっと詳しいことにつきましては、学校から見ていただけるようにホームページの掲示板にそ

れぞれの先生方のプロフィールを貼り付けておりますので、それを見て学校に判断してもらう

ということになります。 

森﨑委員 

一日にだいたい何時間というのではなくて、一日行ったらその一日見ていただけたりするの

ですか。 

岡本教育研究所長 

学校が時間の指定をしてきますが、例えば、現職教育の中で研究授業をした中で助言をいた

だきたい場合は水曜日の午後から２時間とか、学級が落ち着かないので先生方にご指導してい

ただきたいのであれば朝から授業を見ていただくこともあります。 

原教育長 

他に何かございませんか。よろしいですか。 

委員一同 

はい。 

原教育長 

  それでは、ただいまの議案第６号について採決を行います。 

原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

委員一同 

  はい。 

原教育長 

  それでは、原案どおり承認します。 

続いて秘密会となりますが、秘密会に入る前に「その他」で何かありませんか。 
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８ その他 

中村教育政策課長 

 次回の教育委員会定例会の日程について、報告をさせていただきます。次回教育委員会定例

会は令和元年６月６日（木）午後１時３０分から教育委員室で開催いたしますので、よろしく

お願いいたします。 

原教育長 

 他に何かございませんか。ないようですので、これより秘密会に入ります。 

 

９ 非公開事案 

―以下『』部分については非公開とする― 

 

議案第７号  和歌山市立幼稚園教員採用選考検査実施について 

『非公開』 

 

議案第８号  令和２年度に和歌山市立小学校及び義務教育学校前期課程で使用する教科用

図書の採択に係る調査員の任命等について 

『非公開』 

 

議案第９号  令和２年度に和歌山市立小学校及び義務教育学校前期課程で使用する教科用

図書の採択に係る調査員の任命等について 

『非公開』 

 

    

 


